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秋まつり
　今年も11月開催決定！！　地域の方々やボランティアさん

との楽しい一日になる様、只今計画もゾクゾクと…。

日時：２０１6年11月 19日（土）
　　：１０：１０～１４：３０
会場： 草津養護学校 体育館 中庭 など

※荒天が予想される場合は中止です。

編集後記編集後記
　“学校大好き！！”をテーマに草津養護学校に通う子どもた
ちの笑顔をお伝えしました。子どもたちにとって学校は大好
きな先生、お友達に出会う大切な場所です。毎日の学習は、
子どもたちの楽しみであり、よい刺激でもあります。
　子どもたちの笑顔を見て、誰もが当たり前に学校で学ぶこ
との大切さを再確認しました。

〈 報告とお願い 〉〈 報告とお願い 〉
　草津養護学校は、平成３年におよそ100人の児童生徒で開校
しましたが、今年度は３倍を超える348人となりました。増え
続ける児童生徒に対して教員の増員は不十分であり、１クラス
あたりの児童生徒数が増え、施設面でも校舎増築のためにグラ
ウンドは狭くなり、子どもたちの遊び場が足りません。下校時
は狭い校内に10台のスクールバスが停まり、放課後の支援
サービスの車が多数出入りするなかで、教職員は安全確保のた
めに神経をすりへらしています。こうした現状に「草津養護学
校で学ぶ子どもたちの教育条件をよくする会」（保護者の会）
では、下記の願いを持って署名活動に取り組んでいます。

①教員や学校看護師の増員
②全教室へのエアコン設置
③医療的ケアが必要な子どもたちの通学手段の
　公的支援
④子どもたちの遊び場所や遊具の充実
⑤児童生徒増への抜本的な対策

　昨年の第13次署名では皆さまのご協力を得て集まった3600筆
余りの署名を教育委員会に提出しました。毎年、署名を継続して
いる成果として、昨年度も４教室分のエアコン増設や、古いトイ
レの改修、スクールバス１台の新車更新が実現しました。本当に
ありがとうございました。
　PTAも「教育条件をよくする会」に協力し取り組みを進めてま
いりますので、地域の皆さまのご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。
　取り組みについてのお問い合わせは、下記までお願いします。
草津養護学校PTA庶務担当者 TEL 077-566-0008（中学部直通）

　進路指導部では障がいを持った生徒たちが、就労体験できる小
売業、農業、サービス業、製造業…いろいろな仕事の場を探して
います。
　明るく元気な高等部の生徒たちに「働く」機会を与えて下さい。
情報提供をお待ちしております。
　まずは、草津養護学校　進路指導部までご一報ください。

草津養護学校高等部進路担当者　TEL 077-566-0012

 実習先の紹介を！  実習先の紹介を！ 

保護者のつぶやき
聞いて！聞いて！

現在小学５年生の娘は重症心身障がい児です。
生後２か月で髄膜炎になり、その後遺症で、今も首
と腰がすわらず寝たきりでオムツをしています。
オムツの交換にはベッドが必要です。でも車椅子
マークトイレの多くはベッドがなく、娘は使えないの
です。
昨年小学4年で森林環境学習「やまのこ」に参加し
ました。
木の香り、木が揺れる音、心地よい風を感じ、他の
学校の同級生と楽しく一緒に活動できました。
会場のトイレもベッドがなかったので休憩室を準備
してもらいました。
近年障がい者に対する法整備が進み高速道路のサー
ビスエリアにはベッド付きの多目的トイレが設置され
るようになりました。でも、まだ整備が進んでいない
施設も多くおでかけしづらく困っています。
娘には人としてあたりまえにおでかけできる生活を
し、もっと楽しい経験をたくさんして欲しいです。
あらゆる人が制限されることなく、おでかけできる
そんな社会になって欲しいです。

小学部　保護者

あたりまえに「おでかけ」したい

知って！知って！
障がい知識への第一歩

これは医学的診断名ではありません。児童福祉での行政上の措
置を行うための定義(呼び方)です。その判定基準は、国は明確に
示していませんが、現在では大島の分類という方法により判定す
るのが一般的です。

転載：全国重症心身障害児（者）を守る会「いのちゆたかに」

重症心身障害児(者)とは？
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重症心身障害
重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態を

重症心身障害といい、その状態にある子どもを重症心身障
害児といいます。
さらに成人した重症心身障害児を含めて重症心身障害児

(者)と呼ぶことに定めています。

⑴1, ２, ３, ４の範囲にはいるものが重症心身障害児
⑵５, ６, ７, ８, ９は重症心身障害児の定義には当てはまりにくいが、
　①絶えず医学的管理下に置くべきもの
　②障害の状態が進行的と思われるもの
　③合併症があるもの
　が多く、周辺児と呼ばれています。
＊元東京都立府中療育センター院長 大島一郎博士により考案された判定方法

大島の分類 ＊
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